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伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業 

１．概要 

  核家族化が進み地域とのつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なく

ないことから、国の令和 4 年度第 2 次補正予算により伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施す

る事業が創設されました。本市においても、国の出産・子育て応援交付金等を活用し、出産・子育て応援

給付金の支給等を行うことで、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てをできる環境を整備する

ものです。 

２．事業内容  

 (1) 出産・子育て応援給付金 

  出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用にかかる負担軽減を図るため、伴走型相談支援

と併せた経済的支援を行います。（令和 4年度は 4月に遡及して支給） 

 

                                 

 

 

(2) 伴走型相談支援 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業費 

 （１）令和 4年度事業費  

    事業費 28,187千円（給付金・伴走型支援事業費） 

 （２）令和 5年度事業費 

    事業費 37,197千円（給付金・伴走型支援事業費・システム改修費） 

 出産応援給付金 子育て応援給付金 

対象者 妊娠届出をした妊婦 出生したこどもを養育する方 

支給額 妊婦 1人当たり 5万円 新生児 1人当たり 5万円 
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①妊娠届出面談(全員) 

・妊娠期の過ごし方や利用

できるサービス等を一緒

に確認します。 

 

③新生児訪問面談(全員) 

 

➀妊娠・・・・・・・・・②妊娠 8か月前後・・・・出産・・③生後 1～3か月・・・・・・・ 

・産後利用できるサービスや参加できる 

イベントや事業をご紹介します。 

・「子育て応援給付金」の申請書をお渡し 

します。 

②妊娠 8か月面談（希望者） 

・出産の準備、必要な手続きや利用 

できるサービス等を一緒に確認 

します。 

 

【産前】 「パパママクラス」 「ファミリークラス」 

【産前産後】 「助産師 Happy相談」  「親子の栄養相談」 

【産後】 「はじめましてにこサポ」  

    「にこサポ赤ちゃんサロン（ベビマ・ママヨガ）」  

「離乳食クラス」 

 

対象：妊婦さん、パパになる方、赤ちゃんのママ・パパ、ご家族 

内容：➀～③の面談   事業・イベント、支援サービス情報配信 

子育て期も各イベントを

随時発信し、相談対応を

行います！ 

ニーズに応じた支援（産後ケア、ファミサポ、子育て支援センターここるん等） 

出産応援給付金（5万円） 

妊娠届出をした妊婦 
子育て応援給付金（5万円） 

出生した子どもを養育する方 


